
「大分県議会基本条例（仮称)」概要案の構成

第１ 条例制定の趣旨

第２ 条例の構成及び内容

【前文】
条例制定の背景、基本的な考え方

【総則】
(1) 目的
(2) 基本理念

【議会の役割と機能】
(1) 議決
(2) 政策立案及び政策提言
(3) 監視及び評価
(4) 調査及び公表
(5) 知事等との関係
(6) 運営の原則
(7) 委員会
(8) 検討組織の設置

【議員活動の原則】
(1) 議員の職責
(2) 議員の活動と役割
(3) 会派

【県民との関係】
(1) 県民意思の反映
(2) 県民への説明義務
(3) 広報広聴

【議員の倫理】
(1) 議員の倫理
(2) 倫理基準の遵守

【最高規範性】
議会基本条例の位置付け


